
章 款 項 目

前年度繰越金

次年度繰越金
（②－①）

その他雑収入

②
歳
入
内
訳
（

千
円
）

事
　
　
業
　
　
の
　
　
概
　
　
要
　
　
等

補 助 金 交 付 の
対 象 （ 団 体 名 等 ）

実
施
期
間

　農業用廃プラスチックを適正に処理し、環境の保全と施設園芸等の健全な発展を図る。

基
本
事
項

1407

年度から

年度まで

農業用廃プラスチック処理費補助金

予　算
科　目

6 3

　　　　　　　　年度
区分

①　団体等事業費
(千円）

補助金交付額(千円）

25

補助金の使途
についての特
記事項等

実施を義務付ける規定

関 連 す る 市 勢 振 興
計 画 の 基 本 計 画

章

節 区　分

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 29 年度平成

担当課 農林水産課

事業の背景及び概
要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など

　農業用廃プラスチックは産業廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、農業者
は排出事業者として自らの責任において適正に処理することが義務付けられている。
　しかしながら、農業者自らが適正に処理することは困難であるため、島原市園芸用等廃プラスチック適
正処理推進協議会が農家から委任を受け処理する。

31

26

整理番号

1

補 助 金 （ 事 業 ） 名

根 拠 法 令 等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱

その他の助成
金

4,338

4,338

14,445

5,268

14,044

8,776

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

　農業用等廃プラスチックの処理費に対する補助
　・袋詰による搬入：補助率２／５
　・計量による搬入：補助率１／３

実　績

金　額

実　績

年度

廃プラスチック処理費

金　額

事
 

業
 

費
 

等
 

の
 

推
 

移

項　　　　　　　目

28

0

12,393

年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)     （単位：千円）

会 費 等

市 補 助 金

項　　　　　　　目

－0 00

予算額

5,268 5,394 4,422

島原市園芸用等廃プラスチック適正処理推進協議会

16,683

年度

実　績

15,139

年度

実　績

2827 年度

5,394 4,422

10,7179,051 12,345

18,007

13,590

4,417

目 指 す 成 果

〈交付対象団体等をどの
よ う な 状 態 に し た い の
か ）

4,417

年度29

継続 新規

昭和 平成

昭和 平成

あり なし
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ 1,019

備　　考

農業用廃プラスチック処理費補助金

環境保全と施設園芸の発展に一定の効果があると思われる。袋の販売代金や負担金を徴収するなど自主財源確保に努
めており、運営は適切なものと判断できる。今後、行政からの補助の程度についても妥当かどうか検証する必要がある。

判　　　定

協議会も含めた行政側の関わり方、農業者の自主性、負担額の妥当性も含めて、事業のあり方について検討を求める。

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性

　農家の経営安定を図る上で、施設園芸等の推進は不可欠であり、農業
用廃プラスチックの排出量増加や処理単価の高騰により、処理費用も増
加している。
　このような中で、農業用廃プラスチックを適正に処理するためには、
継続した支援が必要がある。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

　収集袋の販売単価を上げ農業者からの負担割合を増やすなどの対策を
講じていることから、見直しの必要はないと考えられる。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　農業用廃プラスチックの処理経費が更に高くなると、不法投棄や放置、野焼き等を助長すること
が懸念されることから、農業用廃プラスチックを適正に処理するため継続した支援が必要である。

　農業用廃プラスチックの不法投棄や野焼き等の解消につながってい
る。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持
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